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	第3節	 歯科口腔保健における食育推進
（1）国における取組
平成21（2009）年に厚生労働省において開催された「歯科保健と食育の在り方に関する検
討会」で、「歯科保健と食育の在り方に関する検討会報告書「歯・口の健康と食育～噛ミング
30（カミングサンマル）を目指して～」」が取りまとめられました。この報告書において、全
ての国民がより健康な生活を目指すという観点から、一口30回以上噛むことを目標として、
「噛ミング30（カミングサンマル）」というキャッチフレーズを作成するとともに、食育推進
に向けた今後の取組として、各ライフステージにおける食育推進の在り方、関係機関や関係職
種における歯科保健と食育の推進方策、新たな視点を踏まえた歯科保健対策の推進等について
提言がなされました。
また、食を通して健康寿命を延伸するためには、乳幼児期から高齢期に至るまで、噛む・飲
み込むなどの機能を担う歯や口の健康が重要です。このため、厚生労働省では、平成23
（2011）年に公布・施行された「歯科口腔保健の推進に関する法律」（平成23年法律第95 号）
に基づき、平成24（2012）年に「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」（平成24 年厚生
労働省告示第438号。以下「基本的事項」という。）を制定し、乳幼児期から高齢期までの各
ライフステージの特性に応じた歯科口腔保健を推進しています。この「基本的事項」におい
て、食育と関連の深い口腔機能の維持・向上についての目標が設定されており、平成30
（2018）年度には、これらの目標についての中間評価が取りまとめられました。
さらに、平成元（1989）年から推進している「8020（ハチマル・ニイマル）運動」は、全
ての国民が健やかで豊かな生活を過ごすため、80歳になっても20歯以上保つことを目標とし
ており、8020達成者の割合は、5年に一度実施している歯科疾患実態調査の結果によると、
昭和62（1987）年の7.0％から平成28（2016）年には51.2％へと上昇しています。なお、
「健康日本２１（第二次）」では、歯・口腔の健康に関する目標として、80歳で20歯以上の自
分の歯を有する者の割合の増加に加え、60歳において24歯以上の自分の歯を有する者の割合
の増加が設定されており、この割合は平成17（2005）年の60.2％から平成28（2016）年に
は74.4％へと上昇しています。
例年、厚生労働省・公益社団法人日本歯科医師会・開催地の自治体及び都道府県歯科医師会
が協同して、「全国歯科保健大会」を開催しており、健全な歯と口腔によってもたらされる質
の高い食生活などが、全身の健康の維持・向上や健康長寿の延伸に重要であることを多方面に
向けて広く発信しています。なお、令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止の観点から開催中止となりました。
これらの運動や取組を通じて、歯科口腔保健における食育を推進しています。

（2）都道府県等における取組
各都道府県等でも歯科口腔保健における食育の推進に関する取組が行われており、厚生労働
省では、「8020運動・口腔保健推進事業」を通じて都道府県等の取組への支援を行っていま
す。この中で、噛み応えのある料理を用いた噛むことの大切さの教育や、食生活を支える歯・
口腔の健康づくりについての歯科医師・栄養士などの多職種を対象とした講習会、バランスの
良い食事をとるための歯、舌、口唇等の口腔機能に関する相談に対応できる歯科医師の養成
等、食育に関わる事業も実施されています。
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（3）関係団体における取組
公益社団法人日本歯科医師会、日本歯科医学会、一般社団法人日本学校歯科医会及び公益社
団法人日本歯科衛生士会の4団体は、平成19（2007）年に、国民全てが豊かで健全な食生活
を営むことができるよう、食育を国民的運動として広く推進することを宣言した「食育推進宣
言」を出しました。この宣言において、歯科に関連する職種は多くの領域と連携して食育を広
く推進することとされています。
公益社団法人日本歯科医師会と公益社団法人日本栄養士会は、平成22（2010）年に、「健
康づくりのための食育推進共同宣言」を出しています。歯科医師、管理栄養士・栄養士は、こ
の宣言において、「食」の専門職として全ての人々が健康で心豊かな食生活を営むことができ
るようにその責務を果たすと同時に、互いに連携・協働して国民運動である食育を広く推進す
ることとしています。また、共通認識を深めるため、両会はこれまでに3回の共同シンポジウ
ムを開催しています。
「食育推進全国大会」においては例年、公益社団法人日本歯科医師会と開催地の都道府県歯
科医師会の共同で食育に関するブースを出展していますが、令和2（2020）年度の同大会が、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、開催中止となりました。
公益社団法人日本歯科医師会は、平成19（2007）年6月に「歯科関係者のための食育推進
支援ガイド」を作成してから約10年が経過し、国民の生活環境にも変化が生じてきているこ
とから、同ガイドの見直しを行い、平成31（2019）年3月に「歯科関係者のための食育支援
ガイド2019」を作成しました。同ガイドは、同会ウェブサイトに掲載しています1。
日本歯科医学会は、食育に関する公開フォーラムや多職種によるワークショップ、研修会等
の実施や、歯科医療関係者向けのFAQ2、小児のための口腔機能発達評価マニュアルの作成を
行っています。
公益社団法人日本歯科衛生士会では、「ライフステージごとの食育」の普及啓発を目的とし
たポスターを作成し、幅広い年齢層の国民に対して更なる周知を図っています。また、「歯科
衛生士と多職種連携の食育推進活動事例集」をウェブサイトで公表しています3。さらに、公益
社団法人日本歯科衛生士会では、学童期の食育を推進するための小冊子を作成しました。これ
は、「「決めるチカラ」を使ってよくかんで食べよう！」をテーマに自分の食べ方に関する問題
点を発見して工夫して解決する過程を大切にした小冊子で、全国の歯科衛生士が学校歯科保健
活動で活用しています。

1　歯科関係者のための食育支援ガイド2019（公益社団法人日本歯科医師会）：https://www.jda.or.jp/
dentist/program/guide.html
2　歯科医療関係者向け子どもの食の問題に関するよくある質問と回答（日本歯科医学会）：https://
www.jads.jp/date/faq160821.pdf
3　歯科衛生士と多職種連携の食育推進活動事例集（公益社団法人日本歯科衛生士会）：https://www.
jdha.or.jp/pdf/outline/renkei_syokuiku.pdf
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「「決めるチカラ」を使ってよくかんで食べよう！」
小冊子　（学童期）

「ライフステージごとの食育」ポスター
（小児期）

「ライフステージごとの食育」ポスター
（高齢期）

「ライフステージごとの食育」ポスター
（成人期）	
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	第4節	 栄養バランスに優れた「日本型食生活」の実践の推進
「日本型食生活」とは、ごはん（主食）を中心に、魚、肉、牛乳・乳製品、野菜、海藻、豆
類、果物、お茶など多様な副食（主菜・副菜）等を組み合わせた、栄養バランスに優れた食生
活をいいます。日本の気候風土に適した多様性のある食生活として、生活する地域や日本各地
で生産される豊かな食材を用いており、旬の食材を利用して季節感を取り入れることや、地域
の気候風土にあった郷土料理を活用すること、ごはんを中心に洋風や中華風などの多彩な主菜
を組み合わせることにより、幅広く食事を楽しむ要素を有しています。
近年、ライフスタイルが多様化しており、家庭での調理を前提とせずに、ごはんと組み合わ
せる主菜、副菜等に、中食、冷凍食品、レトルト食品、合わせ調味料等を活用することで、
「日本型食生活」を実践することが可能となりました。
農林水産省では、こうした「日本型食生活」の実践等を促進するため、地域の実情に応じた
食育活動に対する支援を行っています。また、「日本型食生活」の中心であるごはんについて
は、米の需要の減少に歯止めをかけるため、平成30（2018）年10月から米の消費拡大を応
援する「やっぱりごはんでしょ！」運動を開始しており、企業等が実施する消費拡大につなが
る情報を農林水産省のウェブサイト1や各種SNSで発信しています。令和2（2020）年度は、
消費者にとって関心がある「健康」や、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中食・外食
事業者の応援企画等、ニーズに応じたタイムリーな情報を発信しました。

1　米の消費拡大情報サイト「やっぱりごはんでしょ！」（農林水産省）：https://www.maff.go.jp/j/syouan/
keikaku/soukatu/gohan.html
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川
かわ

崎
さき

市
し

の中学校給食では、「みんなで創る「健康給食」」をコンセプトとし、主要な食材は国
産を用いる、昆布や鰹節からとっただしを使うなど、塩分を控えめにしてもおいしく食べられ
るような工夫を行い、和食の基本である一汁三菜をベースとした主食・主菜・副菜・汁物のそ
ろった栄養バランスに配慮した給食の提供に取り組んでいます。

川
かわ

崎
さき

市
し

は、体組成計等の製造・販売等とともに「タニタ食堂」で有名な株式会社タニタ1と、
中学校給食を始めとする食育等について緊密に連携・協力し、広く市民の健康増進に資するこ
とを目的とし、平成29（2017）年1月17日に「川

かわ
崎
さき

市
し

と株式会社タニタとの連携・協力に
関する包括協定書」（協定期間：平成29（2017）年1月17日～令和3（2021）年3月31日）
を締結しました。連携事業として、中学校給食の監修「健康給食＠川崎プロデュースby 
TANITA」（以下「タニタ監修献立」という。）、生徒向け「食育特別授業」等を実施していま
す。

タニタ監修献立は、「タニタ食堂」の健康づくりの
メソッド（「野菜たっぷり」、「塩分控えめ」、「かむ回
数を増やすよう野菜を大きめにカット」）を中学校給
食向けにアレンジした献立で、平成30（2018）年
度から季節に応じて年4回提供しています。献立提
供時には、レシピと食に関する情報を掲載した食育
啓発用リーフレットを全生徒に配布しています。こ
のリーフレットは、区役所、図書館、市民館等、市
民が利用する施設でも配布し、各家庭で活用できるように広く周知を図っています。また、献

立提供時には、タニタの管理栄養士と市の栄養教諭
等が仕上がり等の確認を行い、中学校を訪問した際
には給食を食べることや生徒と会話を重ねることに
より献立の改善を行っています。

タニタ監修献立の提供により、生徒の食への興味・
関心を向上させ、食育の推進を図るとともに、献立
作成時の参考になる健康づくりのメソッド等につい
てのノウハウを習得することができました。

また、食育啓発用リーフレットを定期的に配布す
ることで、生徒や保護者に食育への関心を高めても
らう機会としても活用してきました。

今後は、連携事業で蓄積されたノウハウを生かし、
「健康給食」の普及・啓発を進めていきたいと考えて
います。

1　株式会社タニタは、体組成計を始めとした「健康をつくる」商品やサービスを展開する健康総
合企業

川
かわ
崎
さき
市
し
と株式会社タニタの連携による、栄養バランス等を考慮した

中学校給食メニューの提供
神奈川県川

かわ
崎
さき

市
し

事 

例

タニタ監修献立

食育啓発用リーフレット
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	第5節	 食品関連事業者等による食育推進
食育の推進に当たっては、教育関係者、農林漁業者、食
品関連事業者等の関係者間の連携と、各分野における積極
的な取組が不可欠です。食品関連事業者等は、消費者と接
する機会が多いことから、食育の推進に占める役割は大き
く、様々な体験活動の機会の提供や健康に配慮した商品・
メニューの提供、食に関する情報や知識の提供が求められ
ています。
近年、食品製造業、小売業、外食産業を始めとした食品
関連事業者等による食育活動は、CSR（企業の社会的責任）活動の一環としてなど、様々な
位置付けで取り組まれています。
具体的な取組内容は、工場・店舗の見学、製造・調理体験、農林漁業体験、料理教室の開催
等のほか、店舗での食育体験教室の開催、出前授業、提供するメニューの栄養成分表示や、食
生活に関する情報提供等、幅広いものとなっています。例えば公益社団法人日本給食サービス
協会では、会員の事業者が給食を提供する社員食堂等で健康に配慮した食事を提供するととも
に、「給食施設における栄養情報提供ガイド（2020 年）」を日本給食経営管理学会と共同で作
成し、エネルギー等の栄養成分表示の適正な運用を行うなど、健康に関する情報提供の取組も
行っています。また、「新しい生活様式」の実践が求められる中、オンラインでの取組も増え
ています。
厚生労働省では、平成25（2013）年度から開始した「健康日本２１（第二次）」において、
健康寿命の延伸に向け、企業・民間団体・地方公共団体と協力・連携した取組として「スマー
ト・ライフ・プロジェクト」 を推進しています。「スマート・ライフ・プロジェクト」が推進
するテーマの一つに「食生活」があり、これに関する優良事例を取りまとめた事例集を公式
ウェブサイト内に掲載しています。
農林水産省では、「果樹農業振興基本方針」（令和2（2020）年4月30日農林水産省決定）
に基づき、果物は嗜好品ではなく、適量を毎日の食生活に取り入れるべき必需品であるという
ことについて、科学的見地からの理解が広まるよう多角的な取組を行っています。具体的に
は、生産者団体と協力し「毎日くだもの200グラム運動」による家庭や学校給食等における
果物の摂取を促進するほか、栄養面では各種ビタミン、ミネラル及び食物繊維の摂取源として
重要な食品であり、健康の維持・増進に役立つ機能性関与成分も含まれているといった健康へ
の有益性の周知、社会人（企業）を対象とした普及啓発（「デスクdeみかん」等）に取り組ん
でおり、果物の摂取が生涯にわたる食習慣となるよう、その定着を推進しています。

「スマート・ライフ・プロジェクト」
ロゴマーク

「毎日くだもの200グラム運動」において
実施した食育教室の様子

「毎日くだもの200グラム運動」
ロゴマーク
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さらに、農林水産省では、地域の食文化の継承に向けた調理体験や、食や農林水産業への理
解を深めるための体験活動の提供等、地域における食育活動を実施する食品関連事業者等に対
する支援を行いました。
令和2（2020）年度には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、滞留の発
生や価格下落等が生じている一部の国産果物、野菜について、農業者団体等を通じて、希望す
る小中学校等の学校給食に無料で提供するとともに、生産者等による食育教室を行いました。
また、秋から冬にかけて天候が順調であったため、例年と比べて生育が良好で、安価傾向と
なった野菜の消費拡大を図るため、昨年度に引き続き、「野菜を食べよう」プロジェクトを実
施し、消費者に対してはSNS（Twitter）等を通じたお手頃価格の野菜やメニューの紹介、小
売、食品企業等の事業者団体に対しては野菜を豊富に使用したメニューの提案、商品の製造、
販売等を依頼しました。
「令和元年国民健康・栄養調査」では、1日当たりの野菜類摂取量の平均値は280.5g、果実
類摂取量の平均値は100.2gでした（図表2-3-3、2-3-4）。

	 図表2-3-3	 野菜類摂取量の平均値の推移（性別、20歳以上）
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資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」
注：野菜類とは、緑黄色野菜、その他の野菜、野菜ジュース、漬け物
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	 図表2-3-4	 果実類摂取量の平均値の推移（性別、20歳以上）
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資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」
注：果実類とは、生果、ジャム、果汁・果汁飲料
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「健康日本２１（第二次）」では、野菜摂取量の平均値350gと果物摂取量100g未満の者の
割合30％を目標としています。また、「毎日くだもの200グラム運動」では果物摂取量200g
を推奨しています。いずれも到達しておらず、年齢階級別に見ると、野菜類、果実類ともに若
い世代ほど摂取量が少なくなっています。また、果実類（ジャムを除く）の摂取量ごとの人数
の割合をみると、20歳以上での摂取量100g未満の者の割合は61.6％となっています。（図表
2-3-5、2-3-6、2-3-7）。引き続き、摂取量増加のため、野菜や果物の安定供給とともに、消
費者への普及・啓発の取組が重要です。

	 図表2-3-5	 野菜類摂取量の平均値（性・年齢階級別、20歳以上）
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資料：厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」
注：野菜類とは、緑黄色野菜、その他の野菜、野菜ジュース、漬け物

	 図表2-3-6	 果実類摂取量の平均値（性・年齢階級別、20歳以上）
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資料：厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」
注：果実類とは、生果、ジャム、果汁・果汁飲料

	

第
3
章	

地
域
に
お
け
る
食
育
の
推
進



127

	 図表2-3-7	 果実類摂取量ごとの人数の割合（年齢階級別、20歳以上）
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資料：厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」
注：果実類とは、生果、果汁・果汁飲料

日本と米国の野菜消費量を比較してみると、1人1年当たりの野菜消費量は、米国では近年
やや減少しているものの1970年代から長期的に増加傾向で推移する一方、我が国では減少傾
向で推移したことから、1990年代中頃以降は、米国が我が国を上回って推移しています（図
表2-3-8）。
米国における野菜の消費の増加理由としては、①カット野菜等の多種類で利便性の高い商
品・商材の開発と普及、②カリフォルニア州などの野菜産地での生産拡大、③コールドチェー
ンの導入による遠距離輸送の実現、④「アメリカ合衆国上院栄養問題特別委員会報告書（1977
年12月）」（通称：マクガバンレポート）を踏まえた栄養政策の推進等が挙げられます。

	 図表2-3-8	 日米における1人1年当たりの野菜消費量の推移
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資料：国際連合食糧農業機関（FAO）「FAOSTAT」
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一般財団法人東京水産振興会（以下「東京水産振興会」という。）では、消費者への魚食普
及を目的に、日常的な水産物の摂食とその効果に関する食生態学的研究を行い、その成果とし
て、平成23（2011）年に「さかな丸ごと探検ノート1」（以下「探検ノート」という。）を発刊
しました。そして、「探検ノート」を活用した「さかな丸ごと食育」実践活動を、栄養・食を
支える専門家の質を高める研修事業等を行っているNPO法人食生態学実践フォーラムと連携
して行っています。
「さかな丸ごと食育」の特徴は、「人間と食物と環境との関わり」の深さ・広さ・その循環性

について魚を例に、研究や実践で検証してきた「根拠のある内容」を基に学び合うことによっ
て、学習者が考え、工夫し、実践できる力を育むことを狙っていることです。地球の資源であ
る魚の生態や生産・流通から食卓までのフードシステムを含め、生きる力の形成へと、魚のこ
とを「丸ごと探検」します。その実践活動の特徴は、学習を支援する質の高い人材を養成し、
全国的かつ組織的であること、魚は地域の特徴が色濃く多様であり、地域の特性を生かしてい
ることです。これまでに登録された養成講師 2は850名になり、上記の研究の成果、新開発し
た教材、活動事例の紹介等のニュースレターを共有し、活動に生かし合っています。

「さかな丸ごと探検ノート」－さかなと人間と環境の循環図

【豊
と よ み

海おさかなミュージアムを拠点に広がる「さかな丸ごと食育」の取組】
東京都豊

と よ み
海水産埠

ふ
頭
とう

にある東京水産振興会は、情報発信施設の豊
と よ み

海おさかなミュージアム
（以下「ミュージアム」という。）を運営しており、そのミュージアムを会場とし、食育セミ
ナーを実施しています。セミナーは、NPO法人食生態学実践フォーラムの理事である専門講
師と東京水産振興会の職員でもある養成講師が中心となり、ミュージアムのある地域の子供や
大人とともに、それぞれ月1回、継続して実施しています。参加者は、「探検ノート」を活用
しながら、ミュージアムに豊富にある書籍や映像などの資源も参考にして旬の魚について調べ
たり、併設されたキッチンで魚料理を主菜にした食事づくりをしたり、魚についての理解を深
め、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を共食して、学びます。

1　編著：足立己幸、著：竹内昌昭、発行：一般財団法人東京水産振興会（2011）
2　「さかな丸ごと食育」の講師には、専門講師と養成講師の2種類があり、いずれも所定の研修を
修了する必要がある。

地域で広がる「さかな丸ごと食育」の取組
一般財団法人東京水産振興会（東京都）

事 

例
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令和2（2020）年度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりミュージアムを閉館せ
ざるを得ない期間がありましたが、参加者とメールでやりとりをしたり、参加者が他の参加者
に資料を届けたり、セミナーを開催できない状況でも情報を共有することによって、つながり
を継続できるよう工夫を凝らしました。今後も、ミュージアムは、地域の人々が「さかな丸ご
と」の面白さや大切さに気付くことができ、いきいきと過ごすことができる場となるよう、地
域の人とのつながりを大切にした活動を続けていきます。

【地域の特性を生かした「さかな丸ごと食育」を共有して広がる地域の連携】
「さかな丸ごと食育」の専門講師である宮城学院女子大学教授は、学生とともに、塩

し お が ま し
釜市水

産振興協議会と連携し、塩
し お が ま し

竈市魚市場を拠点とした「塩
しおがま

竈さかな丸ごと探検隊」の活動を行っ
ています。塩

しおがま
竈の子供たちに魚の町である塩

しおがま
竈1のことをもっと知ってもらうことも狙いの一

つです。
塩
し お が ま し

竈市魚市場は、東日本大震災により被災し、平成27（2015）年7月に一部が再建2され
ました。その際、魚を売るだけでなく、消費者と直接関わる活動も行いたいと、「魚食普及ス
タジオ」を併設しました。「塩

しおがま
竈さかな丸ごと探検隊」では、魚市場の人々からメバチマグロ

のブランド「三陸塩
しおがま

竈ひがしもの」の話や取扱い日本一の冷凍キンメダイが塩
しおがま

竈の加工業者の
手により加工製品になる話を聞いたり、スタジオでキンメダイの干物や特産品の揚げかまぼこ
を作ったり、地域の加工場の揚げかまぼこ作りに使った廃油をバイオディーゼル燃料にした市
内循環バスを見学したりします。参加した子供たちは、「日本一、すげえ！」、「おいしい！」、

「バスの排気口から揚げかまぼこの匂いがする。」など、「さかな丸ごと食育」を体感します。
また、魚市場で開かれるお祭りで活動の内容を地域の人々に報告（発信）する機会を設けてお
り、子供たちは学んだことを他者に伝えることによって、やりがいも体感します。

令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の感染予防のために、人数を減らして
実施を続けました。また、「塩

しおがま
竈さかな丸ごと探検隊」の「学ぶ」から「伝える」までの一連

の活動を「塩
しおがま

竈モデル」として冊子にまとめま
した。

東京水産振興会は、生産者と消費者の双方の
視点に立った水産業の振興に取り組んでおり、

「さかな丸ごと食育」の推進はその柱となってい
ます。このような経緯を踏まえ、「さかな丸ごと
食育」の取組を地域に根ざした持続的な活動と
して定着させ、より一層推進していくため、塩

しお

竈
がま

市
し

（塩
し お が ま し

竈市魚市場）と連携して「塩
しおがま

竈モデル」
を活用した「さかな丸ごと食育」活動を進めて
いくとともに、食育の推進と魚食普及等を目的とした包括連携協定締結に向け協議を進めてい
ます。

1　塩
しおがまし
竈市は全国に13か所ある特定第3種漁港（第3種漁港（利用範囲が全国的な漁港）のうち水

産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるもの）の一つで、全国有数のマグロ水揚げ港である塩
釜漁港を有するとともに、かまぼこなどの水産加工品の製造工場も多く、水産業が基幹産業として
深く根付いた地域である。
2　その後、平成29（2017）年に全面改築工事を終えた。

魚料理が主菜の食事づくり
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生活協同組合コープおきなわ（以下「コープおき
なわ」という。）では、様々な関係者と連携し、子供
から大人まで幅広い世代に対し、地産地消の促進や
食文化の継承に関する取組を実施しています。

中学校を対象にした取組では、学校や行政、生産
者、地元企業、大学等と連携し、キャリア教育の一
環として行われている地域の特産品を活用した商品
開発を支援しています。中

なかぐすくそん
城村立中

なか
城

ぐすく
中学校の2年

生が、特産品を利用して観光客にも地元の人にも愛
される商品開発を目指し取り組んだプロジェクトで
は、コープおきなわの職員が助言を行うとともに、
地域と生産者やメーカーをつなぐ橋渡し役を担いま
した。クラスごとに「島ニンジンケーキ」などの地
域の特産品を使った商品を開発し、生徒自らがコー
プおきなわの店舗で販売しました。地域が一体となっ
て地産地消を推進するとともに、中学生が自ら地域
の歴史や特徴、産業の課題や農林水産物の特性を発
見し、特産品販売を通じて地域の魅力を発信するこ
とで、地域の「誇り」を感じることのできる取組と
なっています。

また、生産者や地元企業と連携した「親子米づく
りスクール」や「定置網体験ツアー」を開催し、生
産から販売、消費までの一連の流れを体験すること
で、食の循環について学ぶ機会の提供を行っていま
す。例えば、「定置網体験ツアー」には、定置網漁体
験だけでなく、市場でのセリ体験、店舗での加工体
験や販売体験も含まれています。さらに、旬の沖縄
食材に触れ、食事作りを楽しむきっかけを提供する
子供向けや親子向けの料理教室、沖縄の伝統的な食
文化を継承するための琉球料理教室や薬膳料理講習
会の実施等、多岐にわたる活動を行っています。

食育を通した地域の活性化や中学生の成長は沖縄
の未来づくりそのものであり、今後も、活動を工夫
しながら取組を継続していきたいと考えています。

地域の関係者と共に農林水産物の活用と食育を一体的に推進～地産
地消や食文化の継承等を通じた持続可能な地域づくりと人づくり～
（第4回食育活動表彰　農林水産大臣賞受賞）

生活協同組合コープおきなわ（沖縄県）

事 

例

定置網漁体験の様子

市場でのセリ体験

中
なか

城
ぐすく

中学校での授業の様子

ゆし豆腐づくり等を行っている
親子向けの料理教室
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オーガニック料理教室ワクワクワーク（以
下「ワクワクワーク」という。）では、「小さ
な料理教室からできること全てに取り組むこ
と」をモットーに、平成30（2018）年から
食品ロスの削減や有機農業についての講座を
開催するなど、「持続可能な食」について学
ぶ取組を続けてきました。
「おにぎりキャラバン」は、「毎日のごはんは

宝物」をテーマに、どの世代にとっても身近な
おにぎりを通して食の楽しさ・大切さを伝える
プロジェクトで、これまで延べ1,000名以上の
方が参加しています（令和3（2021）年2月
時点）。「おにぎりキャラバン」は、当初、おに
ぎりと味噌汁とその地域の郷土料理の大切さを
伝えながら全国を回る企画でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により実施が難しく
なりました。そこで、全国の学校一斉休業をきっかけとして、自宅等からでも参加できるよう、
オンラインの参加型ワークショップに切り替え、令和2（2020）年4月から開始しました。

ワークショップの参加者は、炊いたごはんや具材、海苔などを準備し、自宅等からオンライ
ンで参加します。ワークショップでは、まずワクワクワークの認定講師が「おにぎりキャラバ
ンで伝えたいこと」を話します。そして、おにぎりに関するクイズを出題したり、「おにぎり
の思い出話タイム」として、参加者がそれぞれのおにぎりに関する思い出を話します。その後、
講師がおいしいおにぎりの握り方をレクチャーし、参加者みんなでおにぎりを握り、最後に全
員が「今日のおにぎり」を紹介します。オンラインの取組を始めてから、全国から、高齢者や
障がいのある方も参加できるようになり、様々な地域や世代、性別の方が一堂に集まる取組と
なっています。参加者からは、「家族の人が食べてくれるのがたのしみです。」、「素手で握るお
にぎりがこんなにおいしいことを初めて知りました。」などの感想が寄せられています。
「おにぎりキャラバン」の取組は、復興支援を目的とした陸
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とのコラボレーションや、
Instagramでのフォトコンテスト、オリジナルのおにぎりレシピコンテスト等にも発展し、全世
代の方が楽しめる複合的なプロジェクトとなっています。こうした取組が評価され、令和2

（2020）年度、農林水産省・消費者庁・環境省連携「あふの環プロジェクト1」主催「サステナ
アワード2020伝えたい日本の“サステナブル”2」にて受賞作品に選定されました。

1　「あふの環2030プロジェクト～食と農林水産業のサステナビリティを考える～」。持続的な消費
拡大に向け、生産から消費までのステークホルダーの連携を促進するため農林水産省・消費者庁・
環境省が連携して立ち上げたプロジェクト
2　「サステナアワード」とは、SDGsゴール12「つくる責任つかう責任」を踏まえ、食や農林水産
業に関わる持続可能なサービス・商品を扱う地域・生産者・事業者の取組の中で、特に社会的課題
の解決につながり、わかりやすく大勢の人の関心を引き付ける取組を表彰するもの。令和2（2020）
年度、第1回の表彰を行った。

みんなの食の学校「全国おにぎりキャラバンオンライン」
オーガニック料理教室ワクワクワーク（神奈川県）

事 

例

オンラインでの
「おにぎりキャラバン」
の様子
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第5節 ● 食品関連事業者等による食育推進


